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隣
接
地
距
離

下
田
原

浦
神
間
距
離

一
里
五
町

五
十
五
間

下
田
原

津
荷
間
距
離

一
里
四
町

四
十
四
間

上
田
原

中
里
間
距
離

一
里
十
八
町

十
八
間

佐

部

池
ノ
山
間
距
離

一
里
十
八
町
五
十
六
間

諸
車
表

科

目

大
正
五
年

大
正
六
年

大
正
七
年

荷

車

四
八

五
九

五
五

人
力
車

六

六

七

自
転
車

一
七

二
一

二
二

合

計

七
一

八
六

八
四

天
明
四
年

人
夫
駄
賃
覚

一
、
古
座
よ
り
下
田
原
ま
で

一
里
十
九
町

荷
物
人
足

賃
米
六
合

状
持
人
足

仝

三
合

一
、
津
荷
村
よ
り
下
田
原
ま
で

三
十
四
町

此
駄
賃

十
八
文

右
之
通
御
座
候

以
上

下
田
原
庄
屋

中
西
孫
左
衛
門
殿

(

中
西
は
大
庄
屋

高
池
在
住)

第
十
章

衛
生

一
、
痘
瘡

痘
瘡
の
我
が
国
に
入
り
し
は
、
古
事
談
に
聖
武
天
皇
天
平
七
年
春
、
筑
紫

の
人
新
羅
国
に
漂
流
し
痘
毒
に
染
み
て
帰
る
。
こ
れ
よ
り
日
本
に
流
布
せ
り

と
あ
り
て
其
の
伝
播
は
古
き
歴
史
を
有
し
非
常
の
惨
毒
を
与
え
て
来
れ
る

か
、
因
襲
の
久
し
き
多
数
の
民
衆
は
見
て
以
て
常
と
な
し
、
人
は
一
度
必
ず

痘
瘡
に
罹
る
べ
き
も
の
と
な
し
、
軽
き
痘
瘡
を
病
み
て
早
く
そ
の
苦
難
よ
り

脱
せ
ん
が
た
め
軽
症
患
者
に
接
近
し
て
感
染
を
希
望
せ
ん
と
す
る
者
を
生
ず

る
に
至
れ
る
が
、
又
一
方
に
於
い
て
は
痛
く
之
を
恐
怖
し
て
、
偶
々
他
よ
り

伝
播
し
来
れ
る
者
あ
る
時
は
決
し
て
村
内
に
入
れ
し
め
ず
、
山
中
に
小
屋
を

設
け
て
病
者
を
入
れ
他
村
の
常
に
痘
瘡
す
る
所
よ
り
人
を
雇
い
て
看
護
な
さ

し
め
て
決
し
て
之
に
近
づ
か
ず
貴
賤
貧
富
と
な
く
皆
然
り
、
故
に
一
度
痘
瘡

病
む
者
あ
る
時
は
そ
の
費
用
莫
大
に
し
て
一
家
滅
亡
に
陥
る
は
免
れ
ず
、
且

つ
医
師
も
治
療
の
方
を
知
ら
ざ
る
を
以
て
大
半
死
亡
す
る
に
至
る
是
を
以
て

痘
瘡
恐
る
る
に
至
る
。

紀
伊
続
風
土
記
の
記
す
所
に
依
れ
ば
こ
の
恐
怖
の
最
も
甚
だ
し
き
牟
婁
郡

中
に
在
り
て
は
、
七
川
、
小
川
、
色
川
、
小
口
、
太
田
の
諸
郷
荘
な
り
と
せ

り
。後

に
至
り
て
は
是
等
の
諸
村
は
村
内
に
同
患
者
発
生
す
る
時
は
之
を
他
の

餘
り
恐
怖
せ
ざ
る
他
村
に
依
託
し
、
そ
の
村
に
移
送
し
て
療
養
を
加
え
し
む

る
の
風
習
を
生
ず
る
に
至
れ
り
。

太
田
組
各
村
に
於
い
て
も
文
化
年
中
浦
神
村
庄
屋
の
斡
旋
に
よ
り
三
輪
崎

町
大
字
木
ノ
川
部
落
と
協
定
し
同
地
の
病
者
に
収
容
を
依
託
せ
り
。

因
み
に
云
う
、
已
に
沿
革
の
部
に
述
べ
た
る
如
く
現
今
の
田
原
村
の
内
上

田
原
佐
部
は
太
田
組
に
属
し
、
下
田
原
は
古
座
組
に
属
し
、
新
宮
半
領
に
し

て
他
方
は
本
藩
直
轄
に
属
し
其
の
管
轄
廳
を
異
に
せ
る
が
故
に
、
諸
般
の
民

治
行
政
は
凡
て
両
分
せ
ら
れ
居
る
に
拘
ら
ず
、
此
の
協
定
に
は
下
田
原
も
佐

部
上
田
原
と
同
一
の
歩
調
を
取
り
て
太
田
組
の
協
定
に
加
わ
れ
り
。

此
の
協
定
は
最
初
は
年
々
十
貫
文
の
収
容
料
を
提
供
し
十
ヶ
年
を
限
り
痘

瘡
人
養
生
所
を
設
く
る
に
在
り
し
が
、
後
こ
の
協
定
を
変
更
し
て
一
ヶ
年
七

貫
文
の
収
容
料
に
減
額
し
、
さ
る
代
り
に
一
時
に
五
十
貫
匁
を
支
出
し
之
を

月
利
一
割
三
歩
の
算
出
と
し
て
略
七
貫
文
の
収
入
に
相
当
せ
し
め
、
別
に
病

舎
修
繕
料
と
し
て
十
五
貫
文
を
提
供
し
、
右
に
て
病
者
の
有
無
に
拘
ら
ず
永

遠
に
患
者
の
収
容
を
引
受
く
る
に
定
め
た
り
。

以
上
の
約
束
に
依
り
て
幾
許
人
の
病
者
を
移
送
せ
し
や
文
書
の
徴
す
べ
き

も
の
な
き
に
よ
り
分
明
な
ら
ざ
れ
ど
も
兎
に
角
実
行
さ
れ
し
事
は
口
伝
の
存

す
る
に
依
り
て
之
を
証
す
べ
く
、
明
治
維
新
の
変
遷
に
際
会
し
こ
の
協
定
は

有
耶
無
耶
の
間
に
消
滅
せ
し
も
の
な
る
べ
し
。
尚
そ
の
顛
末
を
明
ら
か
に
す

る
為
左
に
一
件
書
類
を
搭
載
す
。

請
込
一
札
の
事

一
、
太
田
組
十
九
ヶ
村
の
内
此
度
疱
瘡
小
屋
当
村
で
相
建
置
、
疱
瘡
人
養

生
致
さ
せ
呉
れ
候
様
各
方
よ
り
御
座
候
に
付
き
村
中
へ
披
露
に
及
び
候
処
無

撝
相
頼
ま
れ
候
儀
に
付
村
中
へ
披
露
に
及
び
候
処
無
撝
相
頼
ま
れ
候
儀
に
付

村
中
納
得
有
之
段
々
各
方
へ
及
掛
合
申
候
処
、
家
守
料
と
し
て
年
々
銭
十
貫

文
ず
つ
其
御
村
よ
り
御
渡
可
被
成
筈
に
て
相
極
申
候
に
付
、
当
戌
年
よ
り
来

る
未
年
迄
住
ヶ
年
の
間
、
疱
瘡
人
養
生
所
引
請
候
儀
相
違
無
御
座
候
。
右
年



- 2 -

々
極
の
通
。
銭
十
貫
文
貴
殿
引
請
に
て
無
間
違
御
渡
可
被
下
筈
に
て
請
込
一

札
為
後
日
如
件
御
座
候

佐
野
木
ノ
川
村

庄
屋

嘉
兵
衛

肝
煎

兵
蔵

浦
神
浦
庄
屋

三
右
衛
門
殿

右
之
通
相
極
り
候
に
付
仍
て
奥
印
如
件

佐
野
組
大
庄
屋

石
垣
徳
兵
衛

佐
野
組
木
ノ
川
村

庄
屋

嘉
兵
衛

肝
煎

兵
蔵

組
頭

善
五
郎

五
人
組

興
兵
衛

仝

友
蔵

仝

庄
吉

仝

三
右
衛
門

頭
立

丸
太
夫

仝

市
兵
衛

仝

勢
太
夫

仝

嘉
平

仝

甚
右
衛
門

仝

嘉
三
兵
衛

仝

徳
右
衛
門

仝

又
吉

仝

佐
平
太

仝

源
作

仝

勝
蔵

仝

嘉
右
衛
門

仝

四
郎
左
衛
門

永
代
申
定
證
文
之
事

一
、
太
田
組
の
儀
先
年
よ
り
疱
瘡
嫌
い
申
候
場
所
に
有
之
候
付
、
此
段
浦
神

庄
屋
三
右
衛
門
世
話
に
て
当
村
に
被
及
懸
念
、
以
後
左
の
村
々
、
若
し
疱
瘡

出
来
申
候
時
は
、
当
村
へ
養
生
に
参
り
可
申
筈
に
候
夫
に
就
て
は
、
村
々
疱

瘡
出
来
候
年
も
又
出
来
不
申
候
年
に
も
不
拘
、
年
々
銭
七
貫
文
請
取
可
申
筈

の
儀
に
候
へ
共
、
年
々
の
儀
は
行
々
世
話
も
行
届
兼
申
候
得
ば
、
此
節
銭
五

十
貫
文
請
取
、
右
銭
当
方
に
て
貸
付
置
、
年
々
一
割
三
歩
の
利
息
を
取
立
申
候

へ
ば
右
定
候
七
貫
文
よ
り
余
に
相
成
候
に
付
、
年
々
の
取
渡
し
に
不
及
候
。
尚

又
永
々
病
の
納
屋
建
申
候
代
銀
と
し
て
銭
十
五
貫
文
請
取
前
々
利
息
の
内
七

貫
文
引
残
り
候
跡
八
貫
文
の
儀
は
折
々
屋
根
葺
替
作
業
料
に
可
致
筈
に
候
得

共
、
永
々
屋
根
葺
替
な
ど
は
其
方
に
曽
て
世
話
が
け
申
間
敷
右
之
通
申
足
候

得
共
、
病
の
納
屋
の
儀
は
当
村
に
引
請
候
て
建
置
、
永
く
世
話
可
致
候
。

然
る
上
は
左
の
村
々
へ
若
し
疱
瘡
何
十
人
出
来
申
候
共
当
村
に
送
り
越
さ
れ

候
は
ば
村
中
無
故
障
世
話
可
致
候
。
万
一
後
々
に
至
り
候
て
村
内
に
故
障
申

者
有
之
候
時
は
右
の
銭
七
十
五
貫
文
其
節
急
度
返
済
可
致
候
。

尤
も
定
の
儀
は
左
に
書
記
す
。

一
、
病
の
納
屋
の
儀
は
四
間
半
に
二
間
に
し
て
六
畳
敷
三
室
に
仕
切
建
置
可
申

候
、
後
々
に
焼
失
等
の
節
は
又
々
其
村
よ
り
御
建
可
被
下
候

一
、
村
々
の
儀
疱
瘡
出
来
候
時
、
当
村
へ
持
込
申
候
は
ば
右
病
の
納
屋
に
て
致

養
生
可
申
筈
に
候
、
若
又
大
勢
出
来
病
の
納
屋
計
に
て
届
き
不
申
候
は
ば

当
村
よ
り
仮
納
屋
を
建
済
候
て
世
話
致
し
可
申
筈
に
候
。

一
、
介
抱
人
若
し
当
村
に
て
雇
入
申
候
は
ば
男
に
て
も
女
に
て
も
昼
夜
に
賃
銭

百
文
に
相
決
め
申
候
。
な
お
病
人
快
気
い
た
し
候
は
ば
祝
儀
と
し
て
又
百

文
相
済
。
都
合
二
百
文
宛
相
渡
し
可
申
筈
に
候
。
万
一
病
死
仕
候
は
ば
右

定
候
一
尽
夜
百
文
よ
り
外
一
銭
も
出
し
不
申
筈
に
申
定
候
。

一
、
疱
瘡
出
来
候
村
方
よ
り
若
駕
籠
頼
参
候
は
ば
人
三
人
駕
籠
一
挺
当
方
よ

り
持
参
に
て
骨
折
込
に
賃
銭
三
貫
文
に
相
定
候
。
縱
如
何
体
の
天
気
合
に
有

之
候
て
も
其
の
余
は
一
銭
も
出
し
不
申
筈
に
申
究
候

一
、
病
人
夜
分
見
廻
の
儀
は
一
夜
に
三
人
限
り
村
中
順
番
廻
り
廻
り
に
見
廻

り
可
申
筈
に
候
。
併
し
変
に
応
じ
病
家
よ
り
断
出
候
は
ば
何
人
に
て
も
遣
し

可
申
候
。
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一
、
病
人
宇
久
井
浦
迄
船
に
て
乗
参
り
、
当
村
に
駕
籠
頼
み
参
り
候
は
ば
駕
籠

一
挺
当
村
よ
り
持
来
り
、
人
二
人
賃
銭
六
百
文
に
相
究
申
候
。
其
の
余
は
一

銭
も
出
し
不
申
筈
に
候

一
、
右
銭
六
十
五
貫
文
請
取
申
候
て
、
行
々
印
し
無
之
候
は
て
は
不
相
済
儀
に

候
得
ば
、
地
下
惣
持
山
の
内
て
杉
千
本
植
置
候
て
、
子
々
孫
々
に
至
る
迄

永
々
故
障
不
申
様
に
致
置
候
。
左
候
へ
ば
時
の
村
役
人
頭
立
も
譯
合
相
立
申

候
。
若
伐
払
度
節
は
浦
神
浦
庄
屋
元
へ
相
届
け
候
て
伐
払
可
申
候
。

一
、
病
死
人
有
之
候
得
ば
、
寺
の
峯
へ
葬
り
地
代
布
施
料
と
し
て
其
当
人
よ
り

参
百
文
、
寺
へ
納
め
可
申
筈
に
申
定
候
。(

御
布
施
の
儀
は
右
同
断)

一
、
米
薪
油
塩
味
噌
の
儀
は
病
出
候
村
方
へ
庄
屋
よ
り
頼
参
り
候
は
ば
世
話
致

し
、
追
て
夫
々
代
銀
請
取
可
申
候
。

一
、
諸
事
の
儀
は
当
村
庄
屋
元
へ
断
出
候
は
ば
何
事
に
て
も
可
然
様
取
計
遣
し

可
申
候
。

右
之
通
り
双
方
相
談
相
決
し
申
候
に
付
為
永
證
文
仍
如
件
。

文
化
十
一
年
甲
戌
十
一
月

惣

村

中

浦
神
浦

庄
屋

三
右
衛
門

殿

上
田
原
村

仝

森
右
衛
門

殿

佐
部
村

仝

吉
三
次

殿

下
田
原
村

仝

才
助

殿

下
里
村

仝

長
四
郎

殿

粉
白
村

仝

儀
平
次

殿

和
田
村

仝

五
次
兵
衛

殿

庄
村

仝

忠
助

殿

高
土
井
村

仝

彦
四
郎

殿

長
井
村

仝

傳
右
衛
門

殿

大
居
村

仝

輿
三
右
衛
門
殿

井
鹿
村

仝

興
兵
次

殿

中
ノ
川
村

仝

五
右
衛
門

殿

中
里
村

仝

甚
兵
衛

殿

二
、
虎
列
刺
病
及
赤
痢
病

虎
列
刺
病
の
初
め
て
我
が
国
に
入
り
し
は
文
政
五
年
に
し
て
、
次
ぎ
に

流
行
せ
し
は
安
政
五
年
六
年
な
り
。
当
時
全
国
各
地
と
も
其
の
災
害
を
蒙

れ
り
。
爾
来
久
し
く
其
の
発
生
を
見
ざ
り
し
が
、
明
治
十
年
西
南
戦
争
中

清
国
厦
門
地
方
よ
り
病
毒
伝
播
し
て
全
国
に
蔓
延
せ
り
。
本
郡
に
て
は
十

二
年
五
月
二
十
五
日
、
本
村
下
田
原
浦
入
港
の
船
主
和
歌
山
市
南
雑
賀
町

寄
留
、
三
浦
元
次
郎
同
病
に
罹
り
仝
三
十
一
日
死
亡
せ
し
よ
り
忽
ち
郡
内

各
地
に
伝
染
し
た
り
。
今
当
時
の
記
録
に
依
り
之
状
況
を
摘
記
す
れ
ば
、

七
月
二
十
六
日

虎
列
刺
病
蔓
延
の
為
め
、
渡
辺
長
一
郎
初
三
名
に
検
疫

委
員
を
命
じ
各
地
方
に
派
遣
せ
し
む
。

七
月
二
十
八
日
、

虎
列
刺
病
流
行
予
防
の
為
川
村
弥
七
郎
、
橋
本
興
七
郎

に
検
疫
委
員
を
命
じ
各
地
に
派
出
せ
し
む
。

七
月
三
十
一
日

虎
列
刺
病
蔓
延
予
防
の
為
め
和
田
勉
造
初
め
三
名
に
検

疫
委
員
を
命
じ
各
地
村
落
に
分
遣
す
。

八
月
一
日

虎
列
刺
病
流
行
予
防
の
為
め
増
田
観
作
初
め
三
名
に
検

疫
委
員
を
命
じ
新
宮
地
方
に
分
遣
す
。

八
月
二
十
八
日

検
疫
医
中
村
有
仲
大
島
浦
検
疫
所
詰
差
免
し
更
に
古
座

浦
検
疫
所
詰
を
命
ず
。

九
月
一
日

大
島
村
虎
列
刺
病
大
い
に
行
は
る
。
郡
書
記
尾
崎
正
督

を
派
遣
し
防
疫
に
従
事
せ
し
む
。

九
月
二
十
三
日

古
座
浦
、
太
地
浦
に
虎
列
刺
病
避
病
舎
一
ヶ
所
を
設
置

す
。
虎
列
刺
病
勝
浦
村
に
行
は
る
る
を
以
て
郡
書
記
和
田

百
樹
を
派
遣
す
。

十
月
八
日

市
野
々
村
平
民
一
名
類
似
虎
列
刺
に
罹
り
し
も
の
本
日

全
治
す
。

該
病
本
郡
に
蔓
延
す
る
や
其
の
初
下
田
原
浦
に
発
し
、
次
い
で
古
座
浦
、

大
島
浦
、
太
地
村
、
勝
浦
村
、
新
宮
上
熊
野
地
に
流
行
し
、
終
に
市
野
々
村

に
至
り
て
全
く
撲
滅
す
。

翌
十
三
年
七
月
又
下
田
原
浦
に
虎
列
刺
病
発
生
し
た
る
も
甚
だ
し
く
蔓

延
す
る
に
至
ら
ざ
り
し
が
、
十
四
年
八
月
二
十
六
日
、
下
田
原
浦
山
本
勘
兵

衛
類
似
虎
列
刺
に
罹
り
し
か
、
次
い
で
浦
神
、
大
島
、
古
座
、
中
湊
の
各
村
浦

に
蔓
延
し
総
患
者
三
十
六
名
、
死
者
二
十
四
名
に
し
て
、
内
患
者
の
最
も
多

き
は
大
島
に
し
て
浦
神
之
に
次
ぎ
下
田
原
又
之
に
次
げ
り
。

翌
十
五
年
六
月
二
十
八
日
、
新
宮
町
に
発
生
し
、
爾
来
、
三
輪
崎
、
西

向
、
須
江
、
勝
浦
、
古
座
、
浦
神
、
中
湊
、
古
田
、
一
雨
、
池
野
山
、
高
池
、

下
里
、
下
田
原
、
津
荷
、
神
ノ
川
、
姫
川
、
高
瀬
の
各
村
、
浦
に
流
行
せ
り
。

明
治
二
十
三
年
本
郡
は
ま
た
虎
列
刺
病
の
お
そ
う
所
と
な
り
、
三
輪
崎
、
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宇
久
井
、
下
里
、
田
原
、
古
座
、
西
向
、
大
島
、
高
池
、
七
川
、
三
尾
川
地
方
に

伝
播
し
、
郡
内
患
者
総
数
百
四
十
九
名
に
及
び
、
翌
二
十
四
年
に
も
患
者
三

十
六
名
、
死
者
二
十
四
名
に
及
べ
り
。

明
治
二
十
五
年
よ
り
赤
痢
病
の
大
流
行
を
来
た
し
、
翌
二
十
六
､
七
､
八
、
九

年
の
四
ヶ
年
間
最
も
猖
獗
を
極
め
、
爾
後
年
々
多
少
の
患
者
を
診
ざ
る
こ
と
な

し
。

三
、
隔
離
病
舎

か
く
の
如
く
年
々
歳
々
伝
染
病
の
流
行
を
来
し
た
る
が
故
に
、
愈
隔
離
病
舎

の
必
要
を
感
ず
る
に
至
り
、
内
務
省
に
於
て
は
二
十
年
四
月
を
以
て
避
病
院
設

備
準
備
を
発
布
し
、
三
十
年
三
月
に
は
法
律
第
三
十
六
号
を
以
て
伝
染
病
予

防
法
の
公
布
あ
り
、
縣
に
於
て
も
之
に
準
じ
て
諸
種
の
規
程
を
設
け
た
り
。
本

村
に
於
て
も
之
に
準
じ
て
諸
種
の
規
程
を
設
け
た
り
。
本
村
に
於
て
も
右
諸
規

則
に
準
拠
し
三
大
字
に
夫
々
隔
離
病
舎
の
設
け
あ
り
し
も
固
よ
り
不
完
全
な

る
を
免
れ
ざ
り
し
が
、
大
正
四
年
大
字
下
田
原
区
に
於
て
木
造
瓦
葺
平
家
建
て

二
棟(

此
建
坪
三
十
八
坪)

を
建
設
し
稍
面
目
を
改
め
た
り
。

最
近
に
於
け
る
伝
染
病
患
者
は
大
正
元
年
に
於
て
ヂ
フ
テ
リ
ヤ
患
者
一
名
、

大
正
六
年
に
於
て
陰
性
赤
痢
患
者
一
名
あ
り
た
る
に
過
ぎ
ず
。

隔
離
病
舎
調

大
字
佐
部
字
役
見
谷
一
五
五
二
番
の
二

明
治
二
十
八
年
十
月
建
設
、
敷
地
二
十
坪

建
物
九
坪

大
字
上
田
原
和
田
谷
一
五
五
一
番
地

明
治
二
十
八
年
十
月
建
設

敷
地
二
十
八
坪

建
物
七
坪

大
字
下
田
原
玉
蔵
院

大
正
四
年
四
月
建
設

敷
地
二
百
六
十
坪

建
物
三
十
八
坪

而
し
て
下
田
原
建
設
の
隔
離
病
舎
は
大
正
六
年
九
月
部
落
有
財
産
統
一
の

際
、
下
田
原
区
よ
り
之
を
村
に
提
供
し
た
る
に
よ
り
、
目
下
に
て
は
本
村
の

隔
離
病
舎
と
な
る
に
至
れ
り
。

四
、
疾
病

疾
病
中
最
も
多
数
を
占
む
る
は
一
般
的
統
計
に
於
い
て
消
化
器
病
な
る

に
、
本
村
に
於
い
て
は
呼
吸
器
病
甚
だ
多
数
な
る
も
の
の
如
し
。
大
正
七
年

中
死
者
病
類
表
に
依
れ
ば
、
総
計
六
十
六
人
中
呼
吸
器
病
者
二
十
八
名
に
し

て
総
数
の
四
割
強
な
り
。
消
化
器
病
は
十
六
名
に
し
て
総
数
の
二
割
強
な
り
。

尤
も
同
年
は
流
行
性
感
冒
猖
獗
を
極
め
た
る
年
な
れ
ば
、
之
を
以
て
一
様
に

律
す
べ
か
ら
ざ
る
も
、
大
正
五
年
統
計
に
於
い
て
も
総
計
三
十
六
名
中
、
呼

吸
器
病
と
消
化
器
病
は
各
七
名
に
し
て
、
二
割
弱
を
占
め
た
り
。
同
年
中
に

於
い
て
発
育
及
び
栄
養
的
疲
の
十
一
名
を
算
せ
る
は
、
こ
れ
同
年
小
児
に
一

種
の
伝
染
性
疾
患
の
発
生
し
た
る
に
依
る
も
の
と
す
。

大
正
五
年
中
に
於
け
る
施
治
患
者
表
に
於
い
て
見
る
に
、

病

名

男

女

計

伝
染
性
病

五
六

五
二

一
○
八

皮
膚
及
筋
病

一
二

一
二

二
四

血
行
器
病

七

五

一
二

呼
吸
器
病

九
二

一
○
二

一
九
四

発
育
及
栄
養
的
病

骨
及
関
節
病

二

五

七

神
経
系
及
五
管
病

四
五

二
七

七
二

消
化
器
病

一
一
一

一
○
八

二
一
九

泌
尿
及
生
殖
器
病

八

七

一
五

外
襲
性
病

八

三

一
一

合

計

三
四
一

三
二
二

六
六
三

に
し
て
、
消
化
器
病
と
呼
吸
器
病
と
は
総
数
の
約
三
割
に
し
て
、
両
者
を
合

せ
る
と
き
は
患
者
の
六
割
二
分
に
該
当
せ
り
。
以
て
呼
吸
器
病
と
消
化
器
病

と
は
本
村
疾
患
の
主
要
病
た
る
を
知
る
べ
き
な
り
。

肺
病
患
者
の
皆
無
な
る
は
甚
だ
喜
ぶ
べ
き
現
象
な
り
と
す
。

死
亡
者
病
類
表

大
正
五
年

大
正
六
年

病

名

男

女

計

男

女

計

伝
染
性
病

一

二

三

○

一

一

発
育
及
栄
養
的
病

六

五

一
一

四

五

九

血
行
器
病

二

一

三

三

三

六

神
経
系
及
五
管
病

三

一

四

二

一

三

呼
吸
器
病

三

四

七

一
○

一
八

二
八

消
化
器
病

五

二

七

七

九

一
六

泌
尿
及
生
殖
器
病

二

○

二

外
襲
性
病

○

一

一

○

一

一

合

計

二
○

一
六

三
六

二
八

三
八

六
六


